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１２月２１日に行われた議員協議会で公共施設の使用料の見

直しについて、アンケート結果を踏まえた今後の市の方向性が

以下のとおり明らかになりました。 

１．使用料見直しを実施 

・市民向け郵送分 →約９割が見直す、どちらかと言えば見直す

と回答 

・施設利用者→約５割が見直す、どちらかと言えば見直すと回

答 

２．急激な料金増を抑制するため、次の見直しまでの４年間は

現行料金の１．５倍を上限とする 

・市民向け郵送分→約７割が１．５倍以上を上限 

・施設利用者→約５割が１．５倍以上を上限 

３．改定予定時期は、令和５年４月１日から改定料金の適用をめ

ざす 

・市ＨＰや広報誌、各施設での案内掲示板等で十分な期間をと

って利用者や市民へ丁寧に周知を図る 

・令和５年４月から令和９年３月末までの４年間について、改定

料金を適用。以降、原則４年ごとに見直し実施 

４．施設の長寿命化や設備・物品の充実 

・引き続き、施設の長寿命化対策や設備・物品の充実、予約方法

などの改善を図る 

                       

 

 

 

今回のアンケートについ

て、私は、「使用料見直すべ

き」と言う回答への誘導的な

意図を感じました。また、市は

受益と負担の公平性を強調し

ていますが、施設を利用する

人だけが受益者ではなく、公 

共施設で培った力は、地域づくりや健康保持につながり地域や

市民全体の利益になると考えます。使用料引き上げすることに

よって、福祉の視点からも家にこもりがちな高齢者や今後高齢

者の仲間入りする市民の利用の敷居を上げることにつながり

懸念しています。ましてやコロナ感染症がどうなるか不透明。

利用者が減れば増収効果も少なく引き上げは止め、市として施

設利用を促す役割を発揮するべきです。 

 

 

 

 

 

 

今回の見直しについて全議員の意見が一致し議会からも再検

討を加えるよう要請しましたので報告します。 

 コロナウイルス感染症の影響を受け、市民生活は疲弊の一途

をだどっており、この時期に市民に負担増を求める措置が、こ

れに拍車をかけることが懸念される。今回、使用料の見直し対

象になっている各公共施設は市民の文化活動や健康増進に係

る拠点となっており、そこで活動する各種団体は、自己の活動

のみならず青少年をはじめとする市民に貢献する活動を継続

的に展開し、市民福祉の増進に大いに寄与しているものであ

る。そういった中での使用料の大幅な見直しは施設利用者等の

活動に支障を来し、活動意欲の低下につながるものであり、決

して容認できるものではない。市の財政状況等を考慮すると今

回の見直しについては一定理解するところである。今後、条例

を提出するまでに、段階的に改定する激変緩和を講じるなど再

検討を加えることを要請する。 

 

 

 

昨
年
１２
月
１４
日
、
舎
羅
林
山
開
発
事
業
地
を
見
学
し
ま

し
た
。
広
大
な
土
地
が
長
年
放
置
さ
れ
た
ま
ま
と
な
り
、
い

ま
や
鹿
の
住
処
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

１２
月
９
日
行
わ
れ
た
議
員
協
議
会
で
申
請
者
が
㈱
近
畿

興
産
、
Ｅ
Ｓ
Ｒ
㈱
の
他
、
特
定
目
的
会
社
（
Ｔ
Ｍ
Ｋ
）
３
社
の

計
５
社
で
進
め
て
い
く
こ
と
が
分
か
り
ま
し
た
。
市
は
、
５

社
と
基
本
協
定
書
を
結
ぶ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
協
定
書
案
に

は
、
目
的
、
基
本
合
意
、
合
意
事
項
の
遵
守
、
周
辺
環
境
へ
の

配
慮
、
災
害
補
償
等
、
本
協
定
の
厳
守
、
実
施
細
目
及
び
疑

義
の
決
定
項
目
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
調
整
委
員
会
を
庁

内
に
設
置
し
進
め
て
い
く
と
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。
法
的
根

拠
が
な
い
こ
と
も
あ
り
、
今
後
、
協
定
書
が
守
ら
れ
る
の
か

等
に
つ
い
て
注
視
す
る
必
要
が
り
ま
す
。 

 

１２
月
２３
日
に
行
わ
れ
た
都
市
計
画
審
議
会
で
①
阪
神
間

用
途
地
域
の
変
更
②
阪
神
間
都
市
計
画
公
園
の
変
更
③
阪

神
間
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更
・
信
和
川
西
ニ
ュ
ー
タ
ウ

ン
地
区
計
画
（
廃
止
）
④
阪
神
間
都
市
計
画
の
決
定
・舎
羅
林

山
地
区
地
区
計
画
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。
日
本
共
産
党
議
員

団
は
、
①
に
つ
い
て
は
、
住
民
へ
の
説
明
が
不
十
分
、
様
々
な

懸
念
が
払
し
ょ
く
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
反
対
し
ま
し
た
。 

そ
の
後
、
市
よ
り
同
月
２７
日
に
開
発
許
可
（
施
工
者―

五

洋
建
設
㈱
）を
行
っ
た
と
情
報
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。
工
事
に

関
す
る
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て
は
、
事
業
者
よ
り
提
出
が

あ
り
次
第
、
情
報
提
供
す
る
と
の
こ
と
で
す
。 

 

交
通
渋
滞
対
策
に
つ
い
て
、
市
は
事
情
に
応
じ
て
、
道
路
管

理
者
と
協
議
し
な
が
ら
、
事
業
者
や
テ
ナ
ン
ト
に
交
通
集
中

の
起
こ
る
時
間
帯
や
場
所
の
共
有
及
び
ソ
フ
ト
面
の
対
策
を

求
め
て
い
け
る
よ
う
に
稼
働
前
に
協
定
書
等
を
結
び
、
稼
働

後
は
協
定
書
等
に
基
づ
き
事
業
者
か
ら
の
発
生
台
数
の
報

告
及
び
ソ
フ
ト
面
の
対
策
を
進
め
て
い
く
と
考
え
方
を
示
し

て
い
ま
す
。
市
民
の
み
な
さ
ん
よ
り
不
安
の
声
が
寄
せ
ら
れ

て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
多
田
東
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
協
議
会
に
も

説
明
す
る
よ
う
近
畿
興
産
に
依
頼
し
ま
し
た
。
残
念
な
が
ら

私
は
出
席
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
１
月
９
日
、
多
田
東
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
役
員
・
委
員
長
会
議
の
場
に
て
説
明
が
行
わ
れ

て
お
り
、
次
号
で
他
の
情
報
も
含
め
報
告
い
た
し
ま
す
。 

 


